
☆低回冖販交通事故にあったときは

交通事故など第三者の行為によってヶがなどをした場合でも、国保で治
療が受けられます。

必ず届け出を
国保で治療を受ける場合、国保への「第三
者行為による傷病届」が必要です。この届け
出がないと国保が使えないことがありますの
で、交通事故にあったらすぐ警察に届け、事
故証明書をもらうと同時に、国保担当の窓口
への届け出を忘れずに。

医療費負担は加害者の義務
第三者の行為によって受けた傷病の

医療費は、原則として加害者が全額負
担すべきものです。
したがって、国保で
治療を受けると、国保
は加入者の医療費を一
時的に立て替え、あと
から加害者に費用を請
求することになります。

示談は慎重に
国保に届け出る前に、加

害者から治療費を受けとっ
たり、示談をすませてしま
うと、国保が使えなくなる
ことがあります。示談を結
ぶ前に、必ず国保へご相談
ください。

届け出に必要なもの
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■
国
民
年
金
と
は

誰
に
で
も
お
と
ず
れ
る
老
後
や
。

い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
万
一
の

時
に
備
え
て
、
み
ん
な
で
支
え
合
う

制
度
で
す
。

ス
タ
ー
ト
ダ
ッ
シ
ュ
は
2
0歳
か
ら

ご
成
人
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

洋
々
た
る
将
来
へ
旅
立
つ
、
若
い
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
老
後

な
ど
ず
っ
と
先
の
話
。

で
も
、
や
が
て
皆
さ
ん
も
年
を
重
ね
、
い
つ
か
必
ず
老
後
は

や
っ
て
く
る
の
で
す
。

自
営
業
・
自
由
業
な
ど
の

人
と
そ
の
配
偶
者
、
学
生

は
第
１
号
被
保
険
者
と
呼

ば
れ
、
月
額
匸
一
、
三
〇
〇
円
の
保

険
料
を
自
分
で
役
場
に
納
め
ま
す
。

会
社
員
な
ど
の
厚
生
年
金

’や
共
済
組
合
の
加
入
者
は

第
２
号
被
保
険
者
。
保
険

料
は
会
社
が
保
険
者
に
代
わ
っ
て
納

め
ま
す
。
同
時
に
国
民
年
金
に
も
加

入
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者
（
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
）
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
は
第
３
号

被
保
険
者
で
す
。
保
険
料
は
夫
（
ま

た
は
妻
）
の
会
社
が
納
め
ま
す
。

■
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
人
は
・：
ｌ

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
ら
か
の
理
由

で
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
人
は
、

保
険
料
の
免
除
申
請
が
で
き
ま
す
の

で
、
市
町
村
役
場
へ
お
気
軽
に
ご
相

談
下
さ
い
。

☆
お
問
い
合
わ
せ
・
ご
相
談
は
・：

役
場
民
生
課
福
祉
係

″`
4
3
1
0
2
1
1ま
で

■
年
金
の
価
値
は

守
ら
れ
ま
す
■

個
人
年
金
や
生
命
保
険
の
給
付
は
、

契
約
時
の
金
額
で
あ
り
、
物
価
の
上

昇
や
、
生
活
水
準
の
向
上
に
は
対
応

で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
比
べ
国
民
年
金
は
、
国
が

責
任
を
も
っ
て
運
営
し
て
お
り
、
年

金
額
も
物
価
の
変
動
に
応
じ
て
自
動

的
に
改
め
ら
れ
ま
す
。
年
金
の
実
質

的
価
値
は
下
が
ら
な
い
の
で
、
と
て

も
安
心
で
す
。

■
ま
ず
は
加
入
の
手
続
き
を
が
■

就
職
・
退
職
・
結
婚
な
ど
、
人
生

の
節
目
に
は
、
年
金
の
加
入
種
別
も

変
わ
り
ま
す
。

将
来
年
金
を
も
ら
え
る
よ
う
に
、

ま
ず
は
加
入
の
手
続
き
を
″‥
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